
陸上自衛隊達第１２１－１号 

苦情の処理に関する訓令（昭和３７年防衛庁訓令第７６号）第１３条の規定 

に基づき、陸上自衛隊の苦情の処理の細部取扱いに関する達を次のように定め

る。  

昭和３８年７月２７日 

            陸上幕僚長 陸将 大森  寛 

 

陸上自衛隊の苦情の処理の細部取扱いに関する達  

  

改正 昭和４１年 ４月２２日達第３２－１３号    昭和５７年 ４月３０日達第１２２－１１９号         

昭和６３年１１月 ２日達第１２１－１－１号  平成 元年 ２月１０日達第１２２－１２７号              

平成 ５年１０月１４日達第１２１－１－２号  平成１１年 ３月２５日達第１２２－１５２号 

平成１９年 １月 ９日達第１２２－２１５号  平成１９年 ３月２７日達第１２１－１－３号 

平成２０年 ７月２３日達第１２２－２２８号  平成２１年 ２月 ３日達第１２２－２３０号 

平成２３年 ４月 １日達第３２－１９号    平成２７年１０月 １日達第１２２－２７５号 

平成３０年 ３月１３日達第１２１－１－４号  平成３１年 ４月１９日達第１２２－３０２号 

令和 ３年 ３月１６日達第１２１－１－５号   令和 ４年 ３月３１日達第１２２－３１８号 

  

（苦情の処理の事務を担当する者）  

第１条 苦情の処理に関する訓令（昭和３７年防衛庁訓令第７６号。以下「訓  

令」という。）第３条第１項の「その指定する部内の職員」並びに第７条、

第８条及び第９条に規定する事務を担当する者は、陸上幕僚監部、陸上総隊

司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部においては監察官、その他

の部隊等においては第１係主任又はこれに準ずる職務を行う者をもって充て 

ることを例とする。  

（苦情申立書）  

第２条 隊員が訓令第３条第１項の書面若しくは電子メールによる苦情を申し

立てる場合又は同条第３項の口頭による申立てを受けた者が申立ての内容を

記述する場合に使用する苦情申立書の様式は別紙第１のとおりとし、部隊等

の長は苦情申立書の用紙を隊員の利用しやすいところに備え付けなければな

らない。  

（苦情処理通知書）  

第３条 苦情を申し立てた隊員（以下「苦情申立人」という。）に対する処理

結果の通知書の様式は、別紙第２のとおりとする。  

（苦情受理者）  

第４条 訓令別表の規定に基づき、別紙第３の部隊等に勤務する者について、 



それぞれ同別紙に掲げる者を苦情受理者とする。  

（苦情受理簿）  

第５条 苦情受理者は、苦情受理簿（別紙第４）を備え付け、苦情の受理及び

その処理の状況を明らかにするものとする。  

（関係書類の取扱い）  

第６条 苦情の処理に関する帳簿、書類等は、取扱いに十分注意しなければな 

らない。  

２ 苦情受理簿、苦情申立書、苦情処理通知書その他の関係書類は５年間保存 

するものとする。  

附 則  

１ この達は、昭和３８年８月１５日から施行する。  

２ 監察隊の行なう苦情の処理に関する達（陸上自衛隊達第７０－３号）は廃 

止する。  

３ 陸上自衛隊服務細則（陸上自衛隊達第２４－５号）第１０１条中「監察隊

の行なう苦情の処理に関する達（陸上自衛隊達第７０－３号）」を「陸上自

衛隊の苦情の処理の細部取扱いに関する達（陸上自衛隊達第１２１－１ 

号）」に改める。  

附 則（昭和４１年４月２２日陸上自衛隊達第３２－１３号）（抄）  

１ この達は、昭和４１年７月１日から施行する。  

附 則（昭和５７年４月３０日陸上自衛隊達第１２２－１１９号）  

１ この達は、昭和５７年４月３０日から施行する。  

２ この達施行の際現に保有する公印は、新たに作成するまでそのまま使用す 

ることができる。  

３ この達施行の際現に保有する旧様式の用紙類は、当分の間内容を修正して

使用することができる。  

附 則（昭和６３年１１月２日陸上自衛隊達第１２１－１－１号） 

この達は、昭和６３年１２月１日から施行する。  

附 則（平成元年２月１０日陸上自衛隊達第１２２－１２７号）  

１ この達は、平成元年２月１０日から施行し、同年１月８日から適用する。  

２ この達施行の際、現に保有する旧様式の用紙類は所要の修正を行い使用す 

ることができる。  

附 則（平成５年１０月１４日陸上自衛隊達第１２１－１－２号） 

この達は、平成６年１月１日から施行する。  

 



附 則（平成１１年３月２５日陸上自衛隊達第１２２－１５２号） 

この達は、平成１１年３月２９日から施行する。  

附 則（平成１９年１月９日陸上自衛隊達第１２２－２１５号） 

この達は、平成１９年１月９日から施行する。  

附 則（平成１９年３月２７日陸上自衛隊達第１２１－１－３号） 

この達は、平成１９年３月２８日から施行する。  

附 則（平成２０年７月２３日陸上自衛隊達第１２２－２２８号） 

この達は、平成２０年７月２３日から施行する。  

附 則（平成２１年２月３日陸上自衛隊達第１２２－２３０号） 

この達は、平成２１年２月３日から施行する。  

附 則（平成２３年４月１日陸上自衛隊達第３２－１９号）（抄） 

この達は、平成２３年４月１日から施行する。  

附 則（平成２７年１０月１日陸上自衛隊達第１２２－２７５号） 

この達は、平成２７年１０月１日から施行する。  

附 則（平成３０年３月１３日陸上自衛隊達第１２１－１－４号） 

この達は、平成３０年３月２７日から施行する。  

附 則（平成３１年４月１９日陸上自衛隊達第１２２－３０２号）  

１ この達は、平成３１年５月１日から施行する。  

２ この達施行の際、現に保有する旧様式の用紙類は所要の修正を行い使用す 

ることができる。  

附 則（令和３年３月１６日陸上自衛隊達第１２１－１－５号）  

１ この達は、令和３年３月３１日から施行する。  

２ この達の施行の際、現に存するこの達による改正の前の様式（以下「旧様 

式」という。）により使用されている書類は、この達による改正後の様式に 

よるものとみなす。  

３ この達の施行の際、現に存する旧様式による用紙については、当分の間、 

これを修正の上使用することができる。  

附 則（令和４年３月３１日達第１２２－３１８号） 

この達は、令和４年４月１日から施行する。 

  

  

  

   



別紙第１（第２条関係） 

 ※申立受理番号  

苦 情 処 理 申 立 書  

   （苦情受理者）  

職     名  

階級・氏名       殿  

  

申立  年  月  日  

                          （苦 情 申 立 人）                        

所         属 

階 級 ・ 氏 名 

      本人所在駐屯地名          

    

申 立 事 項  

   

 

 

苦情申立人希望事項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考：１ ※の申立受理番号は、苦情受理者が記入する。この場合におい 

て、陸上自衛隊行政文書管理に関する達（陸上自衛隊達第３２－ 

２４号（令和４年３月３０日））第１４条に定める部隊等の略号 

の後に「苦」と付し、年度番号及び受付番号を付する。  

例：１普連２中苦第５―３号  

２ 用紙の寸法は、日本産業規格Ａ４とする。  



別紙第２（第３条関係） 

年  月  日  

  （苦情申立人）   

所     属  

  階 級・氏 名       殿  

（通知者） 

職   名 

階級・氏名          

  

苦 情 処 理 通 知 書  

  

令和  年  月  日付の貴殿申立ての苦情について、下記のとおり処

理したので通知する。  

  

記  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

備考：用紙の寸法は、日本産業規格Ａ４とする。  



    別紙第３（第４条関係） 

  

  

部                          署  苦情受理者  

防衛大臣、陸上総隊司令官、方面総監、師団長、旅団長

及び団長直轄部隊のうち３佐を長とする部隊  
当該部隊長  

学校長に隷属する部隊のうち３佐を長とする部隊  当該部隊長  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 別紙第４（第５条関係） 

  

苦 情 受 理 簿 

部隊等名                 

受理

番号 

受  理  

年月日 
件   名 

  

苦情申立  

人所属階

級・氏名  

処    置 処理の概要 

苦情申立  

人への通

知年月日  

備 考 

                

                

        

                

                

備考：１ 処置欄には、調査委員会の構成、調査経過、処理権限者への通知

等の概要を記載する。  

２ 処理の概要欄には、棄却その他処理の内容を記載する。  

３ 再度の申立ては、別葉とする。  

４ 用紙の寸法は、日本産業規格Ａ４横とする。  


